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第１章 計画策定について                            

１ 計画策定の趣旨 

脳卒中や心疾患などの循環器系の疾患は、加齢とともに患者数が増加する傾向に

あり、高齢者人口がピークを迎える 2040年頃に向けより一層の対策が必要です。 

また、循環器系の疾患が医療費に占める割合は、全体の 19.2％と最多であること、

さらに介護が必要となった主な原因に占める割合は、脳血管疾患と心疾患を合わせ

ると 20.6％と最多であり、循環器病※は県民の生命や健康に重大な影響を及ぼす疾患

です。 

 本計画は、循環器病患者をはじめ、誰もがより長く元気に活躍できる社会の実現を

目指して、県や市町村等が目指すべき政策目標を定め、その実現に向けて取り組むべ

き施策の方向性を明らかにするものです。 

 

※ 循環器病には、虚血性脳卒中（脳梗塞）、出血性脳卒中（脳内出血、くも膜下出血など）、一過性 

脳虚血発作、虚血性心疾患（狭心症、心筋梗塞など）、心不全、不整脈、弁膜症（大動脈弁狭窄症、

僧帽弁逆流症など）、大動脈疾患（大動脈解離、大動脈瘤など）、末梢血管疾患、肺血栓塞栓症、肺

高血圧症、心筋症、先天性心・脳血管疾患、遺伝性疾患等、多くの疾患が含まれる 

 

２ 計画の位置づけ 

本計画は法第 11条第１項の規定に基づく法定計画であり、本県の行政運営の指針

である「福岡県総合計画」や、「福岡県保健医療計画」、「福岡県健康増進計画」等の

関連計画との整合性を図りつつ、本県の循環器病対策を推進します。 

 

３ 計画の期間 

   令和６（2024）年度から令和 11（2029）年度までの６年間とします。 

 

 
  

Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

福岡県総合計画

　福岡県循環器病対策推進計画

　福岡県保健医療計画

　福岡県健康増進計画

　福岡県高齢者保健福祉計画

(国)循環器病対策推進基本計画

関係計画

第７期(H30～R5) 第８期

第１期 第２期

第２期(H25～R5) 第３期(R6～R17)

第９次

第１期 第２期

第10次 第11次

R4～R8 R9～R13H29～R3
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第２章 本県における循環器病の状況                       

１ 循環器病の罹患状況 

令和２（2020）年患者調査による県内の循環器病に関する患者数は、入院患者が

9,800人、外来患者が３万 6,800人となっています。 

また、全国の入院患者の将来推計では、平成 17（2005）年を１とした場合、肺炎

に次いで心疾患及び脳血管疾患が高い増加率を示しています。 

併せて、令和２（2020）年度の全国の医科診療医療費の構成割合は、循環器系の疾

患が 19.5%と最も多くなっています。 

 

                                  

 入院患者 外来患者 

患者数 

（千人） 

割合 

（%） 

患者数 

（千人） 

割合 

（%） 

総数 70.2 100.0 326.1 100.0 

 循環器系の疾患  9.8 13.9 36.8 11.3 

  高血圧性疾患  0.4 0.6 27.4 8.4 

  心疾患（高血圧性のものを除く）  2.9 4.1  4.7 1.4 

   虚血性心疾患  0.6 0.8  1.9 0.6 

   その他の心疾患  2.3 3.3  2.8 0.8 

  脳血管疾患  5.9 8.4  4.1 1.3 

   脳梗塞  3.5 5.9  3.1 1.0 

   その他の脳血管疾患  2.4 3.4  1.0 0.3 

  その他の循環器系の疾患  0.6 0.8  0.6 0.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜県内の循環器病に関する患者数＞ 

出典：厚生労働省「令和２（2020）年患者調査」 

 
出典：平成 29年 中央社会保険医療協議会 総会（第 347 回）資料（抜粋） 

（国立社会保障・人口問題研究所の将来人口推計及び患者調査から作成） 

＜入院患者の将来推計 平成 17（2005）年を 1とした場合の増加率＞ 
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２ 主な死亡原因 

  本県における主要死亡原因内訳は、全国と同様に悪性新生物（がん）に次いで、循 

環器病が全死亡原因の第２位であり、本県では 18.9％を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   本県の主要死因別死亡者数は、令和３（2021）年は、心疾患が 6,928 人、脳血管

疾患が 3,696 人となっており、両疾患を合わせると年間１万人以上が亡くなって

います。 

 

 

疾患 医療費

循環器系の疾患 6兆    21億円
　高血圧性疾患 1兆6,919億円
　心疾患（高血圧性のものを除く） 2兆　420億円
　虚血性心疾患 6,735億円
　脳血管疾患 1兆8,098億円
　※傷病分類はICD-10　2013年版に準拠した分類による。

循環器系の疾患の医療費の内訳循環器系の疾患

19.5％

新生物

15.2％

筋骨格系及び結合組織の疾患
8.1％損傷、中毒及びその他の外因の影響

7.9%

腎尿路生殖器系の疾患
7.4%

その他

41.9％

 

悪性新生

物（がん）
28.1%

心疾患
12.3%老衰

7.5%

脳血管

疾患
6.6%

肺炎
5.4%

誤嚥性肺炎
4.0%

不慮の事故
2.9%

腎不全
2.1%

アルツハイマー病
1.8%

自殺
1.5%

その他
27.8%

循環器病

18.9％

＜本県の主要な死亡原因内訳＞ 

 

悪性新生物

（がん）
26.5%

心疾患
14.9%

老衰
10.6%

脳血管

疾患
7.3%

肺炎
5.1%

誤嚥性肺炎
3.4%

不慮の事故
2.7%

腎不全
2.0%

アルツハイマー病
1.6%

血管性等の

認知症
1.6%

その他
24.3%

循環器病
22.2％

＜全国の主要な死亡原因内訳＞ 

出典：厚生労働省「令和３年人口動態統計」 

＜全国の医科診療医療費の構成割合＞ 

出典：厚生労働省「令和２（2020）年度版国民医療費の概況」 
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   本県の年齢調整死亡率は、全国と同様に男女とも緩やかに減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    本県の循環器病（脳血管疾患、心血管疾患）の年齢調整死亡率は、男女とも減

少しています。また、全国と比べて低くなっています。 
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＜年齢調整死亡率の推移＞（人口 10万対） 

出典：厚生労働省「都道府県別年齢調整死亡率」 

＜本県における主要死因別死亡者数の推移＞ 

出典：厚生労働省「人口動態調査」 

R2 分が R5.12 月 

公表予定 



 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 県民の健康（健康寿命） 

本県の平均寿命は、全国の平均寿命と同様に年々延びています。 

また、令和元（2019）年の本県の健康寿命は、男性が 72.22年、女性が 75.19年

となっています。 

 平均寿命と健康寿命の差（介護を要する等、日常生活に制限のある期間）は、本

県の場合、男性が 9.02 年、女性が 12.28 年と全国（男性 8.73 年、女性 12.06 年）

より長くなっています。 
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＜平均寿命の推移＞ 

出典：厚生労働省「完全生命表」「都道府県別生命表」 
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＜循環器病に係る年齢調整死亡率の推移＞（人口 10万対） 

出典：厚生労働省「人口動態統計特殊報告」 

R2 分が R5.12 月 

公表予定 



 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

73.62

74.21

74.79

75.38

72.72

74.15

74.66

75.19

71

71.5

72

72.5

73

73.5

74

74.5

75

75.5

76

平成22年

（2010）

平成25年

（2013）

平成28年

（2016）

令和元年

（2019）

（年齢）

全国 福岡

 

70.42

71.19

72.14

72.68

69.67

70.85

71.49

72.22

68

68.5

69

69.5

70

70.5

71

71.5

72

72.5

73

平成22年

（2010）

平成25年

（2013）

平成28年

（2016）

令和元年

（2019）

（年齢）

全国 福岡

出典：（H22）厚生労働科学研究費補助金「健康寿命における将来予想と生活習慣病対策 

の費用効果に関する研究」 

   （H25）厚生労働科学研究費補助金「健康寿命の指標化に関する研究-健康日本 21 

（第二次）等の健康寿命の検討-」 

（H28）厚生労働科学研究費補助金「健康寿命及び地域格差の要因分析と健康増進 

対策の効果検証に関する研究」 

（R1） 「第 16 回健康日本 21（第二次）推進専門委員会」公表資料 

＜健康寿命の推移（男性）＞ 

＜健康寿命の推移（女性）＞ 
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４ 人口と保健医療圏 

 （１）人口 

    本県の人口は、昭和 45（1970）年の国勢調査以来、一貫して増加傾向にあるも

のの、その伸びは鈍化しています。長期的な人口推移や直近の状況から、近い将

来、人口はピークアウトし、減少局面に入っていくものと見込まれます。 

 一方、65歳以上の高齢者人口は増加を続け、総人口に占める割合も平成 27（2015）

年の 25.9％が、令和 12（2030）年には 30.5％となり、令和 27（2045）年には 35.2％

に増加すると予想されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （２）保健医療圏 

    保健医療圏は、地域の医療需要に対応して、医療資源の適正な配置と医療提供

体制の体系化を図るための地域的な単位として定めることとされています。 

    本県では、次のとおり一次保健医療圏から三次保健医療圏まで設定されていま

す。 

 

 

 

 

 

＜県全体の人口推計＞ 
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40.0%

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

令和2（2020）年 令和7（2025）年 令和12（2030）年 令和17（2035）年 令和22（2040）年 令和27（2045）年

（
千

人
）

0-14歳 15-64歳 65歳以上 高齢化率

出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計 

人口（平成 30年３月）」 
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保健医療圏 圏域数 考え方 

一次保健医療圏 

60 

（市町村の

行政区域） 

住民に密着した保健指導や健康相談、かかりつけ

医などによる初期医療を提供する基本的な地域単

位（市町村の行政区域） 

二次保健医療圏 13 

一次保健医療圏のサービスの提供機能を広域的に

支援するとともに、比較的高度で専門性の高い医

療サービスを提供し、おおむね、入院医療サービ

スの完結を目指す地域単位 

三次保健医療圏 
１ 

（全県域） 
高度で専門的な医療サービスを提供する地域単位 

 

矢部村

立花町

黒木町

星野村

粕屋保健医療圏

宗像保健医療圏

福岡・糸島保健医療圏

京築保健医療圏

筑紫保健医療圏

田川保健医療圏

直方・鞍手保健医療圏

有明保健医療圏

久留米保健医療圏

朝倉保健医療圏

八女・筑後保健医療圏

北九州保健医療圏

◆ 福岡県二次保健医療圏図（13保健医療圏)

北九州市

苅田町

芦屋町

水巻町
遠賀町岡垣町

中間市

行橋市

宗像市

福津市

宮若市

鞍手町

直方市

小竹町

みやこ町 築上町

豊前市

吉富町

上毛町

福智町

香春町

赤村

大任町

川崎町

田川市

糸田町

添田町

飯塚市

嘉麻市

古賀市

新宮町

久山町

篠栗町粕屋町

須恵町

福岡市
志免町

宇美町

春日市 太宰府市

大野城市

那珂川市
筑紫野市

糸島市

東峰村

朝倉市

筑前町

小郡市

大刀洗町

久留米市
うきは市

八女市

広川町

筑後市
大木町

大川市

柳川市
みやま市

大牟田市

飯塚保健医療圏

桂川町

＜本県の保健医療圏図＞ 
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第３章 基本方針                                 

 １ 全体目標 

 国の基本計画を踏まえ、次に掲げる基本施策に取り組むことにより、「平均寿命の

増加分を上回る健康寿命の増加及び循環器病の年齢調整死亡率の減少」を目指しま

す。 

 

２ 基本施策 

（１）循環器病の予防や正しい知識の普及啓発 

①生活習慣病の発症、重症化予防の取組の強化 

②循環器病に関する正しい知識の普及啓発 

（２）保健、医療及び福祉に係るサービスの提供体制の充実 

①救急搬送体制の整備 

   ②急性期から慢性期までの切れ目のない医療提供体制の構築 

   ③在宅療養等が可能となる環境の整備 

   ④小児期から成人期までの成育過程を通じた循環器病対策  

（３）多職種連携による循環器病患者への支援の充実 

①循環器病に関する適切な情報提供・相談支援 

   ②循環器病の後遺症を有する者に対する支援 

③治療と仕事の両立支援・就労支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

（１）循環器病の予防や正しい知識の
普及啓発

（２）保健、医療及び福祉に係るサービ
スの提供体制の充実

（３）多職種連携による循環器病患者
への支援の充実

①生活習慣病の発症、重症化予防の
取組の強化

①救急搬送体制の整備 ①循環器病に関する適切な情報提
供・相談支援

②循環器病に関する正しい知識の普
及啓発

②急性期から慢性期までの切れ目の
ない医療提供体制の構築

②循環器病の後遺症を有する者に対
する支援

③在宅療養等が可能となる環境の整
備

③治療と仕事の両立支援・就労支援

④小児期から成人期までの成育過程
を通じた循環器病対策

「平均寿命の増加分を上回る健康寿命の増加」及び「循環器病の年齢調整死亡率の減少」
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第４章 個別施策                                

前章で定めた全体目標を達成するため、次に掲げる個別施策を実施します。 

１ 循環器病の予防や正しい知識の普及啓発 

（１）生活習慣病の発症、重症化予防の取組の強化 

①生活習慣病の予防の推進 

【現状・課題】 

循環器病の多くは、運動不足、不適切な食生活、喫煙等の生活習慣や肥満等の健康

状態に端を発して発症します。 

 本県では、循環器病の危険因子である高血圧等の生活習慣病のうち、糖尿病の割合

が男女ともに増加しています。また、「県民健康づくり調査」（令和４（2022）年）で

は、食塩摂取量は、男性 10.0g、女性 8.7g となっており、厚生労働省が「日本人の

食事摂取基準 2020」で定める目標値（男性 7.5g 未満、女性 6.5g 未満）から大きく

上回っています。 

 このため、高血圧や糖尿病等の基礎疾患の管理や食生活等の生活習慣の改善が必

要です。 

基礎疾患の状況 

 本県における令和４（2022）年の糖尿病が疑われる人（強く疑われる人及び可能性

が否定できない人の合計）の割合は、男女ともに平成 28（2016）年より増加してお

り、疾患の管理と重症化予防の取組が必要です。 

 また、高血圧症有病者の割合は、平成 28（2016）年と比べ、男性で減少、女性で

増加しており、全国平均との比較でも同様の状況となっています。高血圧は循環器病

の重要な危険因子であるため、取組の強化が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.9%

38.8%

7.7%

4.5%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

平成28年

（2016）

令和4年

（2022）

（福岡県・男性）

糖尿病が強く疑われる人 糖尿病の可能性が否定できない人

11.7%

20.2%

14.1%

10.1%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

平成28年

（2016）

令和4年

（2022）

（福岡県・女性）

糖尿病が強く疑われる人 糖尿病の可能性が否定できない人

＜糖尿病の状況（20歳以上）＞ 

出典：福岡県「県民健康づくり調査」 

 



 

11 

 

 

 

 全国 福岡県 

H28 R4 H28 R4 

男性 57.4% ● 63.4% 47.9% 

女性 42.1% ● 39.4% 44.0% 

 

 

 

栄養・食生活 

 本県の令和４（2022）年の１日あたりの食塩摂取量は、男性 10.0ｇ、女性 8.7ｇと

なっており、平成 28（2016）年と比べて男女とも減少しています。 

 また、野菜の摂取量は、平成 28（2016）年と比べて減少し、目標に掲げる 350gも

大きく下回っています。 

 

 

 
福岡県 

H28 R4 

男性 10.9g 10.0g 

女性 9.3g 8.7g 

 

 

 

 
福岡県 

H28 R4 

男性 297.3g 258.5g 

女性 272.2g 261.2g 

 

 

身体活動・運動 

 本県の令和４（2022）年の運動習慣のある者の割合は、平成 28（2016）年と比べ

て男女とも低下しており、全国平均と比べると、男性は下回っている状況です。 

   また、日常生活における１日あたりの歩数の平均値は、平成 28（2016）年と比べ

て男女とも低下しているものの、全国平均を上回っています。 

＜１日あたりの食塩摂取量＞ 

＜高血圧症有病者の割合＞ 

出典：福岡県「県民健康づくり調査」 

 

＜１日あたりの野菜摂取量＞ 

出典：福岡県「県民健康づくり調査」 

 

出典：厚生労働省「国民健康・栄養調査」 

福岡県「県民健康づくり調査」 

国の結果は 12 月公表 
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全国 福岡県 

H28 R4 H28 R4 

男性 35.1% ● 31.4% 29.4% 

女性 27.4% ● 32.6% 21.1% 

 

 

 

 
全国 福岡県 

H28 R4 H28 R4 

男性 6,984歩 ● 7,124歩 6,228 歩 

女性 6,029歩 ● 6,150歩 5,683 歩 

 

 

歯・口腔 

 歯と口腔の健康は、全身の健康と深い関わりがあり、特に歯周病は糖尿病や心疾患

等の全身疾患との関連が明らかにされています。 

   40歳で進行した歯周炎を有する者の割合（令和 4（2022）年）は 42.8％で、平成

29（2017）年と比べて改善傾向にあるものの、引き続き、若い世代からの歯周病対策

が必要です。 

   60歳で 24本以上の自分の歯を有する者の割合（令和 4（2022）年）、80 歳で 20本

以上の自分の歯を有する者の割合（令和 4（2022）年）は、それぞれ平成 29（2017）

年、平成 28（2016）年より増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

  H28 H29 R4 

60 歳で 24 歯以上の自分の歯を有する者の割合※1 - 87.0% 91.3% 

80 歳で 20 歯以上の自分の歯を有する者の割合※2 66.7% - ● 

 

  H29 R4 

40 歳で進行した歯周炎を有する者の割合 46.5% 42.8% 

＜運動習慣のある者の割合＞ 

出典：市町村歯周疾患検診結果（※１） 

   厚生労働省「歯科疾患実態調査」（※２） 

＜本県の自分の歯を有する者の割合＞ 

出典：市町村歯周疾患検診結果 

＜本県の歯周炎を有する者の割合＞ 

＜１日あたりの歩数の平均＞ 

出典：厚生労働省「国民健康・栄養調査」 

福岡県「県民健康づくり調査」 

 

出典：厚生労働省「国民健康・栄養調査」 

福岡県「県民健康づくり調査」 

 

国の結果は 12 月公表 
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喫煙 

 「国民生活基礎調査」（令和４（2022）年）では、本県の成人の喫煙率は 17.6％と

なっており、令和元（2019）年の 19.8％から減少しています。 

   一方、「県民健康づくり調査」（令和４（2022）年）では、喫煙をしている者のうち

喫煙をやめたいと回答しているのは 23.3％で、平成 28（2016）年の 24.6％から減少

しています。 

 

項目 H28 R1 R4 

喫煙率※1 20.3% 19.8% 17.6% 

喫煙をやめたいと回答した者の割合※2 24.6% - 23.3% 

 

飲酒 

生活習慣病のリスクを高める飲酒※をしている者の割合は、平成 28（2016）年と 

比べ、５０歳以上の女性で増加しています。 

※ １日あたりの純アルコール摂取量 男性 40ｇ以上（ビール中瓶２本程度）、女性 20ｇ以上（ビー

ル中瓶１本程度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

16.5%

9.1%

20.0%

26.7%

18.8%

22.2%

4.9%

13.6%

10.0%

15.6%

18.5%
18.4%

20.0%

6.4%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

総数 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳以上

男性

平成28年

（2016）

令和4年

（2022）

6.5%

4.5%

19.0%

12.5%

9.3%

3.2%

0.0%

9.2%

0.0%

7.7%

12.3%

16.4%
15.9%

2.7%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

20.0%

総数 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳以上

女性

平成28年

（2016）

令和4年

（2022）

＜本県の生活習慣病のリスクを高める飲酒をしている者の割合＞ 

出典：福岡県「県民健康づくり調査」 

＜本県の喫煙の状況＞ 

出典：厚生労働省「国民生活基礎調査」（※１）福岡県「県民健康づくり調査」（※２） 
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【取り組むべき施策】 

○ 基礎疾患の管理及び予防の推進 

 ・食生活や運動、喫煙、飲酒、歯と口腔の健康などに係る望ましい生活習慣や、循環

器病の危険因子である高血圧や糖尿病等の基礎疾患の管理の重要性などについて、

県や関係機関が、各種広報媒体を活用して効果的に普及啓発します。 

 ・働き盛りの世代に対する取組として、生活習慣の改善について事業所等との連携

した取組を推進します。 

 ・受動喫煙防止に取り組む事業所への支援や県薬剤師会と連携した禁煙サポート薬

局の育成等に取り組みます。 

・基礎疾患を有する者が定期的な受診や適切な服薬が行えるよう、医療機関等と連携

した支援を行います。 

○ 運動しやすい環境の整備 

 ・循環器病の予防に効果的である運動習慣の定着を促すため、身近な場所で気軽に

運動しやすい環境づくりなどに取り組みます。 

【個別目標】    

 現状値（R4） 目標値（R11） 

高血圧の改善（収縮期血圧の推計平均値） 
男性 126.9mmHg 減少 

（130mmHg 未満※1） 女性 123.5mmHg 

食塩摂取量（１日平均摂取量） 
男性 10.0g 7g 

女性 8.7g 7g 

野菜摂取量（１日平均摂取量） 
男性 258.5g 

350g 
女性 261.2g 

運動習慣のある者の割合 

（20～64歳） 

男性 29.4% 30% 

女性 21.1% 30% 

１日の歩数 

（20～64歳） 

男性 6,228歩 8,000歩 

女性 5,683歩 8,000歩 

80歳で 20歯以上の自分の歯を有する者の割合 - 66.7% 70% 

喫煙率 - 17.6% 12% 

生活習慣病のリスクを高める量を飲酒してい

る者の割合※２ 

男性 13.6% 13.0%（R8） 

女性 9.2% 6.4%（R8） 

※１ 日本高血圧学会「高血圧治療ガイドライン 2019」では目標値を 130mmHgとしている。 

※２ 第２期福岡県アルコール健康障がい対策推進計画（計画期間令和４年度～令和８年度）から引用  
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  ②特定健康診査・特定保健指導の実施率の向上等に向けた取組 

【現状・課題】 

 40歳以上 75歳未満を対象に実施される特定健康診査や特定保健指導を受け、糖

尿病等の生活習慣病の発症予防に努めるとともに、保険者から受診勧奨を受けた場

合や生活習慣病を発症した場合は、速やかに医療機関を受診し、発症後には合併症

を防ぐために重症化を予防する必要があります。 

 

特定健康診査・特定保健指導 

 令和３（2021）年の特定健康診査の実施率は 51.9%で増加傾向にあるものの、全国

の 56.5%を下回っています。 

また、特定保健指導実施率は 26.0%で、全国の 24.6%より高い実施率となっていま

す。 
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46.2%
47.6% 48.6%
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53.4%

56.5%

34.0%

37.0%
39.0% 40.4%

42.0% 42.3%
44.1% 45.3%

47.2%
49.0%

50.5% 50.3% 48.9%

51.9%

25.0%
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35.0%
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45.0%

50.0%
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60.0%

平成20年

（2008）

平成21年
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平成22年
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平成23年
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平成24年
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平成25年

（2013）

平成26年

（2014）

平成27年
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平成28年

（2016）

平成29年

（2017）

平成30年

（2018）

令和元年

（2019）

令和2年

（2020）

令和3年

（2021）

全国 福岡県

＜特定健康診査の実施率の推移＞ 
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＜特定保健指導実施率の推移＞ 

出典：厚生労働省保険局データ 

 

出典：厚生労働省保険局データ 
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メタボリックシンドローム該当者等の減少率 

メタボリックシンドロームの該当者及予備軍の割合は 29.6％で、全国平均よりも

多くなっています。性別ごとの割合は、男性では 43.7％、女性では 13.2％となって

おり、特に 40歳から 74 歳までの男性と、65歳から 74歳までの女性は全国平均より

0.7～1.6％高く、これらの人々に対し生活習慣の改善を促し、危険因子の元となる内

臓脂肪の量を減らすことが重要です。 

 

 

 全国 福岡県 

H28 R3 H28 R3 

男性 39.2% 42.6% 40.3% 43.7% 

女性 11.5% 13.0% 11.6% 13.2% 

 

 

【取り組むべき施策】 

○ 特定健康診査実施率向上 

県は、市町村における受診率向上につながる好事例を把握し、市町村や関係団体

に共有することにより、受診率向上に係る取組を促します。  

○ 特定保健指導の効果的な実施 

保険者協議会などの関係団体と連携し、保健指導従事者を対象とした研修を実施

することで、より効果的な特定保健指導を推進します。 

 ○ 高血圧、心房細動等の未受診者対策や必要に応じた保健指導などの推進 

特定健康診査の結果から、高血圧や糖尿病等の生活習慣病や心房細動、心臓弁膜

症等の治療や検査が必要と思われる者への受診勧奨が適切に行われるよう、市町

村、各保険者及び関係機関と連携して取組を推進します。 

○ ナッジ理論の活用 

特定健康検査の実施率向上や特定保健指導の実施に当たっては、ナッジ理論を活

用した普及啓発を実施します。 

 【個別目標】 

 現状値（R3） 目標値（R11） 

特定健康診査の実施率 51.9% 70%以上 

特定保健指導の実施率 26.0% 45%以上 

 

出典：厚生労働省保険局データ 

＜メタボリックシンドロームの該当者及び予備軍の割合＞ 
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（２）循環器病に関する正しい知識の普及啓発 

【現状・課題】 

 循環器病は、早期に適切な治療を行うことにより予後を改善できる可能性がある

ため、脳卒中や心筋梗塞等を疑う症状が出現した場合（循環器病の急性期）は、一刻

も早く適切な治療を開始する必要があります。そのためには、家族など周囲にいる者

が循環器病の発症を認識し、速やかに救急要請等を行うことやＡＥＤ（自動体外式除

細動器：Automated External Defibrillator）の使用を含めた救急蘇生等適正な処置

を実施することが重要です。 

しかし、本県の心肺機能停止傷病者の全搬送人数のうち、一般市民によりＡＥＤが

実施された件数（人口 10万対）は 1.28で、全国平均（1.36）より低く、県民に対す

る循環器病の前兆及び症状、発症時の対処法並びに早期受診の重要性等についての

知識の普及啓発が重要です。 

 

救命講習の状況 

 本県では、各消防本部が実施している講習会のほか、ＡＥＤの使用方法を含む救急

蘇生法講習会を県内各保健所で実施しており、令和３(2021)年中の県内の救命講習

受講者数は 37,840人となっています。 

 

心肺蘇生の実施状況 

 「令和４(2022)年版 救急・救助の現況」によると、令和３(2021)年中の本県にお

ける一般市民が目撃した心原性心肺機能停止傷病者のうち、一般市民が心肺蘇生を

実施した件数は 449件となっています。 

 

【取り組むべき施策】 

○ 知識の普及啓発 

市町村や医療機関、事業者及び教育関係者と連携し、患者や家族等、県民に対す

る循環器病の前兆及び症状、発症時の対処法並びに早期受診の重要性、後遺症に関

する知識の普及啓発を推進します。 

 

○ 症状出現時における対応などの県民への啓発 

心筋梗塞、重症脳卒中等の症状や発症時の緊急受診の必要性及びＡＥＤの使用を

含む救急蘇生法について、消防機関や医療機関等と連携した講習会を開催する等、救

急蘇生法のより一層の普及啓発及びＡＥＤの利用促進を図ります。 
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 ○ 脳卒中や心不全の患者とその家族への情報提供 

 脳卒中の患者や家族が安心して治療や生活できるよう脳卒中の重症化予防に関

する様々な情報を掲載した冊子（脳卒中あんしん連携ノート等）の活用を促しま

す。 

 心不全の患者や家族が安心して治療や生活できるよう心不全の増悪・再入院を防 

止するための様々な情報を掲載した冊子（心不全手帳やハートノート等）の活用

を促します。 

 保健指導を実施する地域保健従事者の質の向上を図るため、生活習慣病等への保

健指導に関する研修会を開催します。 
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２ 保健、医療及び福祉に係るサービスの提供体制の充実 

 （１）救急搬送体制の整備 

 【現状・課題】 

循環器病は急激に発症し、数分から数時間の単位で生命に関わる重大な事態に陥

ることもあることから、医療機関と消防機関の連携により、できるだけ早く専門的治

療が実施可能な医療機関に到着できるよう救護体制の充実が求められます。 

 

救急搬送体制 

救急業務は県下 24消防本部で実施されており、令和４（2022）年４月現在、県内

各消防本部で従事する救急救命士は合計 889 名、救急自動車数は 201 台となってお

り、最近 10年間では、それぞれ約 1.4倍、約 1.1倍増加しています。  

  救急搬送数等 

令和３(2021)年中における県内の救急出動件数は 250,463件、搬送人員は 226,670

人となっており、いずれもこの 10年間で約８％増加しています。 

搬送人員数の半数以上が満 65歳以上の高齢者となっており、高齢化の進行に伴い、

今後も増加していくことが見込まれます。 

また、救急要請から医療機関に収容するまでに要した平均時間は 34.6 分で、年々

伸びる傾向にありますが、全国平均（42.8分）と比べると短くなっています。 
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全国 福岡県

＜救急要請から医療機関に収容するまでに要した平均時間の推移＞ 

出典：総務省消防庁「救急・救助の現況」 
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救急医療の提供体制 

 救急医療は、傷病者の程度に応じて、次のとおり医療機関の役割分担を図ってい

ます。 

・ 初期救急医療：外来診療によって救急患者の医療を担当 

・ 二次救急医療：入院加療を必要とする重症救急患者の医療を担当 

・ 三次救急医療：複数の診療科領域にわたる重篤な救急患者の医療を担当 

   日曜、祝日、年末年始などの休日や夜間の初期救急医療は、地域の実情を踏まえ

ながら、各市町村と医師会の協力の下、県内全域で体制が確保されており、休日夜

間急患センターと在宅当番医制で対応しています。また、県内 24地区の歯科医師会

において歯科休日急患診療が実施されています。 

 二次救急医療は、24 時間体制で救急患者に必要な検査、治療に協力をする旨の申

し出があった医療機関を県知事が認定し告示を行った救急病院等と病院群輪番制病

院により対応しています。二次保健医療圏単位で患者の受療動向をみると、地域にお

ける医療資源の集積度等によって、隣接する医療圏または隣接県間での流出・流入の

事例が見られます。 

また、隣県と接する医療圏内の医療機関では、隣接する県の救急医療体制を補完し

て救急患者の受入に対応しています。 

   三次救急医療の対象圏域は県内全域としており、県内では 10箇所の「救命救急セ

ンター」を中心に対応しています。患者の受療動向を見ると隣接県間での流出・流

入の事例も見られますが、概ね４生活圏※で完結しています。 

本県では、救命救急センターを「概ね人口 50万人に１箇所」を目安に指定してい

ます。救命救急センターのうち、久留米大学病院は、広範囲熱傷、指肢切断、急性中

毒等の特殊疾病患者も受け入れる「高度救命救急センター」となっています。 

 

 

※ ４生活圏 

  北九州市、福岡市の両政令指定都市を中心とした生活圏、中核市の久留米市を中心とした筑後生

活圏、内陸部の筑豊生活圏 
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矢部村

立花町

黒木町

星野村

粕屋保健医療圏

宗像保健医療圏

福岡・糸島保健医療圏

京築保健医療圏

筑紫保健医療圏

直方・鞍手保健医療圏

有明保健医療圏

久留米保健医療圏

朝倉保健医療圏

八女・筑後保健医療圏

北九州保健医療圏

◆ 福岡県二次保健医療圏図（13保健医療圏)
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久留米市
うきは市

八女市

広川町

筑後市
大木町

大川市

柳川市
みやま市

大牟田市

飯塚保健医療圏

桂川町

北九州総合病院内
（北九州市小倉北区）

北九州市立八幡病院内
（北九州市八幡東区）

飯塚病院内
（飯塚市）

聖マリア病院内
（久留米市）

九州医療センター内
（福岡市中央区）

福岡大学病院内
（福岡市城南区）

済生会福岡総合病院内
（福岡市中央区）

久留米大学病院内
（久留米市）

田川保健医療圏

福岡東医療センター内
（古賀市）

九州大学病院内
（福岡市東区）

＜県内の救命救急センター＞ 
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【取り組むべき施策】 

○ 病院前救護体制の充実 

 初期症状出現時の早期受診が、救命率や予後改善に重要とされるため、消防機関

と医療機関の連携により、できるだけ早く専門的治療が実施可能な医療機関に到

着できるよう救護体制を充実します。 

 多くの県民がＡＥＤの使用を含む救急蘇生法が行えるよう、消防機関や医療機関

等と連携した講習会を開催する等、救急蘇生法のより一層の普及啓発及びＡＥＤ

の利用促進を図ります。 

○ 救急医療体制の強化 

 患者の受療動向や各地域の実情を踏まえながら、引き続き救急医療体制の確保を

図ります。 

 救命救急センターについては、救命医療を的確に確保できるよう専任医師、専任

看護師の能力向上や関係診療科との連携強化を促すとともに、施設・設備の整備

の支援を行うなど、24時間診療体制の充実・強化を図ります。 

 

○ 医療機関相互の連携の促進 

急性期を脱した患者が在宅や自宅に近い医療機関で療養することができるよう、

救急医療機関と他の医療機関の連携を促します。特に、救急医療機関における救急

医療用の病床を確保する観点から、医療機関間で、転院搬送に必要な情報や受入可

能な時間帯、搬送方法等についてあらかじめ共有する取組を広く浸透させることで、

高次の医療機関からの必要な転院搬送を促進します。 

 

○ 循環器病対策に係る人材の育成 

医療従事者等を対象とした、循環器病に関する救命処置等に係る研修会を開催し

ます。 

【個別目標】 

 現状値（R3） 目標値（R11） 

救急要請（覚知）から医療機関への収容

までに要した平均時間 
34.6分 

全国１位の水準 

（参考 R3:33.5分） 
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（２）急性期から慢性期までの切れ目のない医療提供体制の構築 

  ①脳卒中に関する医療提供体制 

 【現状・課題】 

 ア 急性期医療の状況 

 脳梗塞では、発症後 4.5 時間以内に血栓溶解療法（t-PA）の適応患者、発症後 24

時間以内の機械的血栓回収療法の適用患者に対する適切な処置が取られることが望

ましく、治療開始までの時間が短いほどその有効性が高いとされています。 

 t-PA療法を含む脳卒中診療を 24時間、365日実施できる日本脳卒中学会が認定す

る一次脳卒中センター※については、県内で 45 施設が認定されており、適切な医療

機関へ救急搬送される体制が構築されつつあります。 

 しかしその数は、地域によって偏りがあることから、十分体制が整っていない医療

圏においては、近接している医療圏において対応する体制が必要です。 

 また、日常生活動作の向上及び生活の質の維持向上を図るため、急性期から速やか

にリハビリテーションを開始し、円滑に回復期及び維持期のリハビリテーションに

移行する必要があります。 

※ 地域の医療機関や救急隊からの要請に対して、24時間 365 日脳卒中患者を受け入れ、急性期脳

卒中診療担当医師が、患者搬入後可及的速やかに診療（rt-PA静注療法を含む）を開始できる施設

として日本脳卒中学会が認定するもの。 

 

  脳卒中の急性期医療を担う医療機関 

 令和５（2023）年度の本県における一次脳卒中センター認定医療機関数は、45 施

設となっています。 

 

 

 

 

 

 

  脳神経内科医及び脳神経外科医の数 

   令和２（2020）年における本県の脳神経内科医は、人口 10万人当たり 5.2人とな

っており、全国平均（4.6人）と比べて多くなっています。 

また、本県の脳神経外科医は、人口 10 万人当たり 6.9 人となっており、全国平均

（5.8人）と比べて多くなっています。 

一方で、本県の二次保健医療圏ごとの脳神経内科医及び脳神経外科医の人口 10万

人当たりの人数は、地域によって偏りがあります。 

 

医療圏
福岡・
糸島

粕屋 宗像 筑紫 朝倉 久留米
八女・
筑後

有明 飯塚
直方・
鞍手

田川 北九州 京築

認定医療機関数 12 2 2 3 1 3 2 3 1 0 1 13 2

＜一次脳卒中センター認定医療機関数（二次保健医療圏）＞ 

出典：一般社団法人日本脳卒中学会 HP「一次脳卒中センター(PSC)認定について」 
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  脳梗塞に対する治療実施件数 

 令和３（2021）年度における本県の脳梗塞に対する t-PA 療法の人口 10 万人当た

りの実施件数は、14.5 件となっており、全国平均（11.5件）を上回っています。 

また、血管内治療（経皮的脳血栓回収術等）の人口 10 万人当たりの実施件数は、

17.7件となっており、全国平均（14.0件）を上回っています。 

 一方で、本県の二次保健医療圏ごとの令和３（2021）年の t-PA 療法及び血管内治

療（経皮的脳血栓回収術等）の人口 10万人当たりの実施件数は、地域によって偏り

があります。 
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＜脳神経内科医及び脳神経外科医の数（人口 10万対）＞ 

出典：厚生労働省「令和２（2020）年 医師・歯科医師・薬剤師統計」 

＜脳梗塞に対する治療実施件数（人口 10万対）＞ 

出典：厚生労働省「医療計画作成支援データブック【令和４（2022）年度版】」 
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  脳卒中における自己完結率※ 

 二次保健医療圏ごとの脳卒中の入院における自己完結率は約 60～95％と大きく開 

きがあり、自己完結率の低い医療圏では近隣の医療圏で補完されている状況です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 自己完結率 

    患者が居住する医療圏に所在する医療機関で治療を受けた割合  

 

 イ 回復期・維持期医療の状況 

 脳卒中は、社会復帰するまでに、身体機能の回復を目的とするリハビリテーション

が必要であり、回復期に長期の入院が必要となる場合が多くなっています。 

 また、脳卒中患者の予後の向上及び生活の質の向上、健康寿命の延伸を図るため、

今後より一層の再発予防の管理や病期に応じた適切なリハビリテーションの提供な

どによる在宅復帰支援が求められています。 

本県における在宅等生活の場に復帰した脳血管疾患患者の割合は、全国平均を下

回っており、かかりつけ医（医科・歯科）等の在宅療養支援機能を有する医療機関を

中心に、訪問看護ステーションや訪問リハビリテーション、かかりつけ薬局、歯科等

の連携による在宅復帰支援をより一層推進していく必要があります。 

  

 

福岡・
糸島

粕屋 宗像 筑紫 朝倉 久留米
八女・
筑後

有明 飯塚
直方・
鞍手

田川 北九州 京築

福岡・
糸島

91.55% 23.72% 5.93% 18.19% 1.40% 0.84% 0.38% 0.40% 1.74% 1.20% 1.29% 0.69% 0.13%

粕屋 3.33% 70.44% 19.71% 1.58% 0.20% 0.06% 0.09% 2.58% 2.02% 0.18% 0.23%

宗像 0.16% 1.74% 70.22% 0.08% 0.21% 0.07% 0.11% 3.69% 1.16% 0.13%

筑紫 4.00% 3.13% 0.32% 73.92% 5.82% 0.94% 0.21% 0.13% 0.68% 0.04% 0.15%

朝倉 0.09% 0.73% 65.17% 2.14% 0.15%

久留米 0.28% 0.17% 5.07% 26.27% 87.06% 13.89% 9.53% 0.45% 0.05%
八女・
筑後

0.05% 0.07% 0.55% 6.18% 83.18% 3.25% 0.13% 0.02%

有明 0.05% 0.18% 0.12% 0.20% 2.66% 2.08% 86.53% 0.07%

飯塚 0.07% 0.23% 0.22% 0.17% 83.19% 10.37% 9.25% 0.13%
直方・
鞍手

0.03% 0.14% 0.85% 0.20% 2.87% 60.21% 2.81% 1.13%

田川 0.10% 0.09% 0.06% 0.26% 6.66% 5.85% 77.20% 0.39% 0.53%

北九州 0.20% 0.15% 2.75% 0.06% 1.07% 16.42% 3.38% 95.49% 8.00%

京築 0.08% 0.06% 0.37% 0.23% 5.89% 0.59% 91.06%

医
療
機
関
所
在
地

患者所在地

＜脳卒中における自己完結率＞ 

出典：厚生労働省「医療計画作成支援データブック【令和４(2022)年度版】」40_福岡県版二次医    

   療圏別受療動向データ用ツール（National Database（令和３(2021)年度の診療分））（流

出：脳血管障がい患者（全体）：全年齢：入院） 
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  リハビリテーションが実施可能な医療機関 

   県内の脳卒中のリハビリテーションが実施可能な医療機関は、450施設（令和５

（2023）年８月 31日現在）となっています。 

 

脳血管疾患に係る退院患者平均在院日数の推移 

    脳血管疾患に係る退院患者平均在院日数は短くなっており、平成 29年においては

全国平均に近づいております。 

    

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  在宅療養支援施設数 

    本県の人口 10万人あたりの在宅療養支援診療所等の数は、在宅療養支援歯科診療

所を除き全国平均より多くなっています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：【全国】 

・診療報酬施設基準届出数（在宅療養支援診療所、在宅療養支援歯科診療所 令和４年３月 31日現在、 

              在宅患者訪問薬剤管理指導届出施設 平成 28年３月 31日現在） 

・訪問看護ステーション数調査（訪問看護ステーション数 令和５年４月１日現在） 

・住民基本台帳（人口）（在宅療養支援診療所、在宅療養支援歯科診療所 令和４年１月１日現在、 

在宅患者訪問薬剤管理指導届出施設 平成 28年１月１日現在、 

訪問看護ステーション数 令和５年１月１日現在） 

 

   【福岡県】 

・診療報酬施設基準届出数（在宅療養支援診療所、在宅療養支援歯科診療所、在宅患者訪問薬剤管理指導届出施設 

令和５年４月１日現在） 

・介護保険事業所届出数（訪問看護事業所数 令和５年４月１日現在） 

・高齢者人口等に係る調査（人口 令和５年４月１日現在） 

 

＜在宅療養支援施設数＞ 

＜脳血管疾患に係る退院患者平均在院日数の推移＞ 

出典：厚生労働省「患者調査」 
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 全国（人口 10万対） 福岡県（人口 10万対） 

在宅療養支援診療所 15,090(12.0) 755(14.8) 

在宅療養支援歯科診療所 8,523(6.8) 436(8.6) 

訪問看護ステーション 16,155(12.9) 862(16.9) 

在宅患者訪問薬剤管理指導届出施設 46,049(36.0) 2,551(50.1) 
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  在宅等生活の場に復帰した脳血管疾患患者の割合 

   本県の平成 29（2017）年における在宅等生活の場に復帰した脳血管疾患患者の割 

合は 53.7%で、全国平均の 57.4%を下回っています。 

   二次保健医療圏別では、地域による偏りが見られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取り組むべき施策】 

○ 福岡県循環器病総合支援センターの設置 

脳卒中の相談支援や情報提供等を担う福岡県循環器病総合支援センターを設置

し、脳卒中患者やその家族に対する支援を行います。 

○ 脳卒中に関する急性期医療提供体制の確保 

急性期医療においては、二次医療圏内外の消防や医療機関の連携を促進し、適切

な治療を早期に受けられる医療提供体制の整備を推進します。 

○ 脳卒中に関する回復期・維持期患者への支援 

・ 脳卒中専門医、かかりつけ医、訪問看護事業所、かかりつけ薬局等が、課題の検

討や対応方法などを協議することにより、回復期・維持期患者の地域移行に係る

連携を促します。 

・ 適切なリハビリテーションを実施できる体制の整備を推進します。 

・ 在宅復帰した患者が安心して療養できるよう、適切な医療、介護及び福祉サービ

スの提供のため医療や介護及び福祉の連携を推進します。 

・ 患者に安全で安心な薬物療法を提供できる体制を確保するため、薬局のかかりつ

け機能の強化に向けた取組を促進します。 
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脳血管疾患

＜在宅等生活の場に復帰した脳血管疾患患者の割合（平成 29（2017）年）＞ 

出典：厚生労働省「医療計画作成支援データブック【令和２（2020）年度版】」 
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○ 脳卒中対策に係る人材の育成 

保健、医療従事者等を対象に脳卒中に関する研修会を開催し、資質の向上を図り

ます。 

○ 多職種が連携した地域包括ケアシステム構築 

・ 在宅医療や介護及び福祉の連携を推進するため、医療や介護・福祉等の関係者を

対象とした連携のための研修会を開催します。 

・ かかりつけ医の機能強化と多職種支援の充実を図るため、脳卒中地域連携クリテ

ィカルパス（地域連携診療計画）の活用状況の把握に努め、今後の効果的な活用

方法について検討します。 

 【個別目標】 

 現状値（R3） 目標値（R11） 

脳卒中地域連携クリティカルパスを導入

している医療機関数人口 10万対） 
0.78 増加 
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              脳卒中に係る医療連携               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ②心血管疾患に関する医療提供体制 

 【現状・課題】 

 ア 急性期医療の状況 

   心筋梗塞や狭心症などの急性期心血管疾患は、発症後早急に疾患に対する適切な

治療を開始する必要があります。特に急性大動脈解離や大動脈破裂は致死率が高く、

発症後、直ちに大動脈解離等に対する緊急手術が可能な医療機関への搬送が求めら

れます。 

   本県では、急性心筋梗塞及び狭心症における自己完結率について地域により偏り

があることから、十分体制が整っていない医療圏においては、近接している医療圏

において対応できる体制整備が必要です。 
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   また、心不全等では、入退院を繰り返す患者が増加していることから、急性期の

入院中から運動療法や患者教育な多職種による疾患管理プログラムとしての「心血

管疾患リハビリテーション」（関連学会が提唱）を実施し、再発予防及び再入院予防

を図る必要があります。  

  循環器内科医及び心臓血管外科医の数 

   令和２（2020）年における循環器内科医及び心臓血管外科医の数は、全国と比べ 

て多くなっているものの、地域による偏りが見られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経皮的冠動脈形成術（PCI）実施件数の近県比較 

令和３（2021）年度の経皮的冠動脈形成術（PCI）の実施件数は、人口 10万人あた

り 166件となっており、減少傾向にあるものの、近県と比較すると高い水準となって

います。 
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＜経皮的冠動脈形成術（PCI）実施件数の近県比較（人口 10万対）＞ 

出典：厚生労働省「医療計画作成支援データブック【令和４（2022）年度版】」 
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＜循環器内科医及び心臓血管外科医の数（人口 10万対）＞ 

出典：厚生労働省「令和２（2020）年 医師・歯科医師・薬剤師統計」 
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急性心筋梗塞における自己完結率 

二次保健医療圏ごとの急性心筋梗塞（主病名）の自己完結率は約 33％～100％と   

大きく開きがあり、自己完結率の低い医療圏では近隣の医療圏で補完されている状

況です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

狭心症における自己完結率 

二次保健医療圏ごとの狭心症の自己完結率は約 38％～99％と大きく開きがあり、

自己完結率の低い医療圏では近隣の医療圏で補完されている状況です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省「医療計画作成支援データブック【平成 28(2016)年度版】」40_福岡県版二次医    

   療圏別受療動向分析ツール（National Database（平成 27(2015)年度の診療分））（流出：急

性心筋梗塞患者（主病名）：全年齢：入院） 

 

＜急性心筋梗塞における自己完結率＞ 

 

＜狭心症における自己完結率＞ 

出典：厚生労働省「医療計画作成支援データブック【平成 28(2016)年度版】」40_福岡県版二次医    

   療圏別受療動向分析ツール（National Database（平成 27(2015)年度の診療分））（流出：狭

心症患者（主病名）：全年齢：入院） 
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  大動脈バルーンパンピング法等の提供状況 

   大動脈バルーンパンピング法が実施可能な医療機関には地域偏在があり、経皮的

冠動脈インターベンション（ＰＣＩ）件数も同様の地域偏在があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 イ 回復期・維持期医療の状況 

   本県では、平成 29（2017）年の虚血性心疾患に係る退院患者平均在院日数は、6.2

日となっており、全国と同様に減少傾向にあります。併せて、在宅等生活の場に復

帰した虚血性心疾患患者の割合は 94.6％となっており、全国平均（94.5％）より高

くなっています。 

状態が安定した回復期以降は、外来において疾患管理されることが多く、再発予

防・再入院予防の観点から、心血管疾患リハビリテーションを継続していくことが重

要です。 

   そのため、外来や在宅におけるリハビリテーション及び在宅医療の提供を見据え、

専門医とかかりつけ医の連携、また、地域におけるかかりつけ医（医師・歯科医師）

を中心とした看護師、薬剤師、栄養士、理学療法士等の多職種の連携体制の構築が

求められています。 

 

  リハビリテーションが実施可能な医療機関 

   県内の心大血管疾患リハビリテーションが実施可能な医療機関は、111施設（令

和５（2023）年８月 31 日現在）となっています。 

  

 

福岡・
糸島

粕屋 宗像 筑紫 朝倉 久留米
八女・
筑後

有明 飯塚
直方・
粕屋

田川 北九州 京築

大動脈バルーンパ
ンピング法が実施

可能な病院数
23 5 1 3 1 7 1 7 2 1 2 20 2

急性心筋梗塞に
対する経皮的冠動

脈ｲﾝﾀｰﾍﾞﾝｼｮﾝ
(PCI)件数

(ﾚｾﾌﾟﾄ件数)

3,051 229 165 521 * 1,056 83 268 334 48 21 2,416 329

心大血管リハビリ
テーション料

(Ⅰ)届出施設数
36 4 2 5 1 12 3 7 3 1 1 22 3

＜大動脈バルーンパンピング法等の提供状況＞ 

出典：厚生労働省「医療計画作成支援データブック【令和 4(2022)年度版】」National Database 

（令和 3(2021)年度の診療分）から引用。（大動脈バルーンパンピング法が実施可能な病院

数は平成 28 年度版（平成 27 年度の診療分）から引用。）なお、表中「*」は件数が少数の

ために、National Database 関係で非表示となっている。 
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  虚血性心疾患に係る退院患者平均在院日数の推移 

   虚血性心疾患に係る退院患者平均在院日数の推移は、全国と同様に短くなってい

ます。 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

  在宅等生活の場に復帰した虚血性心疾患患者の割合 

    平成 29（2017）年における在宅等生活の場に復帰した虚血性心疾患患者の割合は、

本県は 94.6%となっており、全国平均の 94.5%よりも高くなっています。 

  また、二次保健医療圏別にみると、朝倉（100.0%）が最も高く、八女（82.3%）で

最も低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

＜虚血性心疾患に係る退院患者平均在院日数の推移＞ 

出典：厚生労働省「患者調査」 
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【取り組むべき施策】 

○ 福岡県循環器病総合支援センターの設置（再掲） 

心血管疾患の相談支援や情報提供等を担う福岡県循環器病総合支援センターを

設置し、心血管疾患患者やその家族に対する支援を行います。 

○ 心血管疾患に関する急性期医療提供体制の確保 

急性期医療においては、二次医療圏内外の消防や医療機関の連携を促進し、適切

な治療を早期に受けられる医療提供体制の整備を推進します。 

○ 心血管疾患に関する回復期・維持期患者への支援 

・ 心不全については、再発を繰り返しやすいため、入院できる医療機関とかかりつ

け医の連携強化を図ります。 

・ 在宅復帰した患者に対して、適切な医療、介護及び福祉サービスが提供されるよ

う医療や介護及び福祉の連携を推進します。（再掲） 

・ 再発防止の一環として行われている地域のリハビリテーションの事例等を把握

し、好事例として研修会等での周知を図ります。 

・ 維持期（在宅）については、患者教育、運動療法、危険因子の管理等、多職種に

よる多面的・包括的な疾患管理が必要となるため、心血管疾患専門医、かかりつ

け医、訪問看護事業所、かかりつけ薬局等が、課題の検討や対応方法などを協議

することにより、地域移行に係る連携を促します。 

・ 患者に安全で安心な薬物療法を提供できる体制を確保するため、薬局のかかり

つけ機能の強化に向けた取組を促進します。（再掲） 

○ 心血管疾患対策に係る人材の育成 

保健、医療従事者等を対象に心血管疾患に関する研修会を開催し、資質の向上を

図ります。 

○ 多職種が連携した地域包括ケアシステム構築 

・ 在宅医療や介護及び福祉の連携を推進するため、医療や介護・福祉等の関係者を

対象とした連携のための研修会を開催します。 

・ かかりつけ医の機能強化と多職種支援の充実を図るため、虚血性心疾患地域連携

クリティカルパス（地域連携診療計画）等の活用状況の把握に努め、今後の効果

的な活用方法について検討します。 

・ 退院後も継続したリハビリテーションを地域で受けられるよう、入院医療機関と

地域の連携について関係機関で検討します。 
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 【個別目標】 

 現状値（R3） 目標値（R11） 

虚血性心疾患地域連携クリティカル

パスを導入している医療機関数 

（人口 10万対） 

0.41 増加 

 

 

              心血管疾患に係る医療連携             
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  ③医療従事者等の人材確保及び育成 

【現状・課題】 

  循環器病患者を中心とした包括的な支援体制を構築するためには、医師、歯科医

師、薬剤師、保健師、看護師等の多職種が連携して取り組む必要があります。その

ためには、医療従事者の人材確保と研修等による人材の育成が必要です。 

 

医師の状況 

 本県の医療施設従事医師数は、令和２（2020）年 12月末現在、15,915 人となって

おり（全国 323,700人）、これを人口 10万人あたりで見ると 310.6人で、全国平均の

255.6人を大きく上回っています。 

 

 歯科医師の状況 

本県の医療施設従事歯科医師数は、令和２（2020）年 12 月末現在、5,345人と 

なっており（全国 104,118人）、これを人口 10 万人当たりで見ると 104.1人で、全

国平均の 82.5人を大きく上回っています。 

 

薬剤師の状況 

 本県の薬剤師数は、令和 2（2020）年 12 月末現在、12,714人となっており（全国

321,982人）、これを人口 10万人当たりで見ると 247.6人で、全国平均の 255.2人を

下回っています。一方、薬局及び医療施設の従事者は人口 10万人あたり 211.3人で、

全国平均 198.6人を上回っています。 

 

保健師の状況 

 本県の保健師の就業者数は、令和 2（2020）年 12月末現在、2,002人であり、市町

村、県保健福祉（環境）事務所（保健所）、事業所、病院、診療所、介護保険施設等

に就業しています。 

 

看護師・准看護師の状況 

 本県の看護師、准看護師の就業者数は、令和 2（2020）年 12月末現在、80,219人

（看護師 64,086人、准看護師 16,133人）となっています。病院・診療所が主な就業

場所ですが、介護老人保健施設や訪問看護ステーション等での就業も増えています。 

  令和 4（2022）年 12 月現在、専門看護師登録者数は 130 人、認定看護師登録者数

は 1,064人となっています。また、特定行為研修修了者数は 513人となっています。 
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管理栄養士・栄養士の状況 

 管理栄養士・栄養士は、栄養や食の専門家として、健康の維持・増進と疾病の予防・

治療等を目的に、市町村、県保健福祉（環境）事務所、医療施設、老人福祉施設等に

就業しています。 

   在宅訪問管理栄養士の認定者数は、令和 5（2023）年 4月現在、39人となってい

ます。 

 

歯科衛生士の状況 

 本県の歯科衛生士の就業者数は、令和 2（2020）年 12月末現在、6,949 人となって

います。歯科衛生士の業務は、歯科診療の補助に加え、訪問歯科衛生指導など地域歯

科保健の分野にも広がっています。 

 

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の状況 

 理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士は、体の機能回復や応用能力のリハビリ 

テーションに携わる専門職です。高齢化の進展や生活習慣病の増加、医学や医療技術

の進歩等により、リハビリテーションに対する需要は、増大し多様化しています。 

 

介護支援専門員（ケアマネジャー）の状況 

 介護支援専門員は、要介護者・要支援者からの相談に応じ、心身の状況等に応じ適

切なサービスを受けられるように、ケアプランの作成やサービス事業者等との連絡

調整等を行います。高齢化の進展に伴い、自立支援に資するケアマネジメントの推進

等が一層重要となっています。 

 

【取り組むべき施策】 

○ 多職種の連携に関するもの 

 循環器病に関係する多職種の連携にあたり、関係する多くの職種を対象とした研

修会を開催し、相互の理解や資質の向上を図ります。 

 

 ○ 医師に関するもの 

    患者が安心して医療を受けられるよう、医師の確保及び地域偏在や診療科偏在の

解消に向けた取組を行うとともに、多職種と連携しながら地域包括ケアや在宅医療

を担う人材を育成します。 

  

 

 



 

38 

 

○ 歯科医師に関するもの 

要介護者等の歯科保健医療に関する研修等により、歯科医師の資質の向上を図る

とともに、歯科診療と介護の連携推進に向け、他の専門職との緊密な連携を図るこ

とができる歯科医師の養成を促進します。 

 

 ○ 薬剤師に関するもの 

    人口構造の変化や地域の実情に応じた医薬品提供体制を確保するため、薬剤師の

確保及び地域偏在や業態偏在の解消に向けた取組を行うとともに、薬剤師会等関係

機関と連携して、各種研修会等の開催を通じて薬剤師の資質向上を進めます。 

 

○ 保健師に関するもの 

  ・県内の保健師養成施設及び市町村合同による就職懇談会を開催し、県内就職を働

きかけるなど、確保に努めます。 

  ・また、離職時の届出制度による届出を促進し、復職の支援を図るとともに、循環

器病に関する研修会等を実施し、保健師の資質の向上を図ります。 

 

 ○ 看護師・准看護師に関するもの 

  ・訪問看護等の医療・介護・福祉サービスに従事する看護職員の需要が増加傾向に

あることを踏まえ、看護師等の確保に努めます。 

・離職時の届出制度による届出を促進し、復職の支援を図ります。  

・循環器病に関する高度で専門的な医療に対応できるよう、看護師等の資質の向上 

を図り、看護の専門性向上に努めます。 

 

 ○ 管理栄養士・栄養士に関するもの 

  ・県内の管理栄養士・栄養士養成施設及び市町村合同による就職懇談会を開催し、

県内就職を働きかけるなど、確保に努めます。 

・また、保健医療関係団体と連携をとって、管理栄養士及び栄養士の研修を実施す

ることにより、その資質の向上を図ります。 

 

 ○ 歯科衛生士に関するもの 

  ・地域歯科保健に関する技術の習得を目的とした研修等により､歯科衛生士の資質の

向上を図ります。 

・未就業歯科衛生士を登録し、求人情報の提供や研修等を行うことで、未就業歯科衛

生士の活用を促進します。 
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 ○ 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士に関するもの 

  ・医療の分野にとどまらず、保健・医療・介護・福祉が一体となったサービス提供体

制の整備が進む中で、訪問看護等の関連サービスと連携したリハビリテーション

の提供など、幅広い分野で需要の拡大が予想されるため、理学療法士、作業療法

士及び言語聴覚士の養成及び確保に努めます。 

  ・また、患者の病状・病期に応じたリハビリテーションが提供できるよう関係機関

と連携した研修会等を開催し、資質の向上を図ります。 

 

 ○ 介護支援専門員（ケアマネジャー）に関するもの 

福岡県介護支援専門員協会と連携し、介護支援専門員の資質の向上や地域におけ

る相互の連携に努めていきます。 

 

  ④患者の状態に応じたリハビリテーションの提供や適切な緩和ケアの推進 

【現状・課題】 

   脳卒中患者では、急性期診療を行った後にも様々な神経症状が残ることが多いこ

とから、急性期に速やかにリハビリテーションを開始し、円滑に回復期及び維持期

のリハビリテーションに移行することが求められています。このため、医療と介護

の間で切れ目のない継続的なリハビリテーションの提供体制をより一層構築してい

く必要があります。 

心血管疾患患者では、患者の状態に応じて、運動療法、冠危険因子是正や再発予防

等の患者教育、カウンセリングなど疾病管理プログラムとしての心血管疾患におけ

るリハビリテーションを適切に提供できる体制整備が必要です。 

また、循環器病の合併症として、嚥下機能障がいを認めることが多く、歯科と医科

や看護、介護等が連携した摂食・嚥下リハビリテーションの実施が重要です。 

 

リハビリテーションの状況 

  本県の脳卒中及び心血管疾患の患者に対するリハビリテーションの実施件数は、

全国平均と比べて多くなっています。 

 訪問リハビリテーション事業者は、令和２（2020）年 12 月現在で 252 事業者（実

際にサービスを提供したみなし指定の事業者を含む）であり、令和元（2019）年度は、

年間 510,007回の利用がありました。 

 また、通所リハビリテーション事業者は、令和２（2020）年 12月現在で 538事業

者であり、令和元（2019）年度は、年間 2,320,428回の利用がありました。 
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緩和ケアの状況 

 令和２（2020）年の世界保健機関（ＷＨＯ）からの報告に、成人で緩和ケアを必要

とする頻度の高い疾患として循環器病があげられています。循環器病は、生命を脅か

す疾患であり、病気の進行とともに全人的な苦痛（身体的・精神心理的・社会的苦痛

等）を伴う疾患です。症状・苦痛の緩和ケアを疾患の初期段階から治療と並行して提

供することが求められます。 

 

【取り組むべき施策】 

○ リハビリテーションの体制整備 

・ 脳血管疾患患者については、急性期の病態安定後、機能回復や日常生活動作の

向上を目的とした適切なリハビリテーションを実施できるよう体制の整備を

推進します。 

＜脳卒中患者に対するリハビリテーションの実施件数の推移(人口 10万対)＞ 

＜心血管疾患患者に対するリハビリテーションの実施件数の推移(人口 10万対)＞ 

出典：厚生労働省「NDBオープンデータ」 

出典：厚生労働省「NDBオープンデータ」 
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・ 心血管疾患患者については、入退院を繰り返す特性を踏まえ、再発予防・再入

院予防の観点から、心大血管疾患リハビリテーションを実施できる体制の整備

を推進します。 

・ また、口腔機能の維持・向上を図るため、歯科専門職や介護職員等を対象に、

口腔健康管理や生活における口腔機能の重要性に対する理解を深めるための

研修会を実施し、在宅歯科医療と連携した摂食・嚥下リハビリテーションを推

進します。 

 

○ 福岡県障がい者リハビリテーションセンターによる支援 

脳出血、脳梗塞等の疾病により、その後遺症として身体に障がいが残った人が円

滑に地域生活に移行できるよう、障がい特性に応じた必要な訓練（機能訓練及び生

活訓練）を提供します。 

 ○ 医師等に対する緩和ケア研修会の実施 

専門的な緩和ケアの質を向上させ、患者と家族のＱＯＬの向上を図るため、関係

学会等と連携して、医師、歯科医師、薬剤師等に対する循環器病の緩和ケアに関す

る研修会等を通じて、緩和ケアの提供体制を充実させます。 

 【個別目標】 

 現状値（R3） 目標値（R11） 

脳卒中リハビリテーションが 

実施可能な医療機関数（人口 10万対） 
6.9（R5） 増加 

入院心血管リハビリテーションの実施件

数（人口 10万対） 
9,950.9件 増加 

外来心血管リハビリテーションの実施件

数（人口 10万対） 
2,259.6件 増加 
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（３）在宅療養等が可能となる環境の整備 

【現状・課題】 

 脳卒中の後遺症として、脳血管性認知症、高次脳機能障がいは介護度が高くなるこ

とが多いため、在宅医療を含めて医療・介護の連携が重要となります。 

  本県における在宅復帰の脳血管疾患患者の割合は、全国平均を下回っており、か

かりつけ医等の在宅療養支援機能を有する医療機関を中心に、訪問看護ステーショ

ンや訪問リハビリテーション、かかりつけ薬局、歯科等の連携による在宅復帰支援

をより一層推進していく必要があります。 

 また、患者が可能な限り住み慣れた地域で生活できるよう、患者だけでなく家族等

周囲の者に対し、適切な服薬や危険因子の管理継続の必要性及び再発や増悪時の適

正な対応について理解を促進していく必要があります。 

退院患者平均在院日数の推移及び在宅等生活の場に復帰した患者の割合 

 脳血管疾患及び虚血性心疾患に係る退院患者平均在院日数は短縮傾向にあります。 

 また、平成 29（2017）年における、在宅等生活の場に復帰した脳血管疾患患者及

び虚血性心疾患患者の割合は、脳血管疾患患者は、全国平均よりも低くなっており、

虚血性心疾患患者の割合は、全国平均よりも高くなっています。 

    

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜脳血管疾患に係る退院患者平均在院日数の推移＞（再掲） 

出典：厚生労働省「患者調査」 
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＜虚血性心疾患に係る退院患者平均在院日数の推移＞（再掲） 

 

＜在宅等生活の場に復帰した脳血管疾患患者の割合＞（再掲） 

出典：厚生労働省「医療計画作成支援データブック【令和２（2020）年度版】」 
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＜在宅等生活の場に復帰した虚血性心疾患患者の割合＞（再掲） 

出典：厚生労働省「医療計画作成支援データブック【令和２（2020）年度版】」 
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【取り組むべき施策】 

〇 地域で安心して療養できる仕組みの構築 

・ 循環器病患者が住み慣れた地域で安心して療養できるよう、市町村が取り組む

在宅医療・介護連携推進を支援します。 

・ 各地域における在宅医療・介護連携にあたっての課題を検討するとともに、関

係機関との情報共有・連携に努めます。 

・ 在宅医療を２４時間提供できるよう、医療機関同士や訪問看護ステーション同

士が連携して補い合う仕組みづくりを促します。 

○ かかりつけ医等を中心とした在宅医療支援体制の構築 

・ かかりつけ医や看護師、介護士などの在宅療養支援者を対象とした研修会を開催

し、支援者間のネットワーク体制を整備するとともに支援者の質の向上を図りま

す。 

・ 歯科疾患の予防や口腔機能の維持・向上、地域包括ケアシステムの推進等のた

め、かかりつけ歯科医の重要性について普及啓発を行います。 

・ 患者に安全で安心な薬物療法を提供する体制を確保するため、薬局のかかりつ

け機能の強化に向けた取組を促進します。 

○ 地域連携クリティカルパスの活用 

・ かかりつけ医の機能強化と多職種支援の充実を図るため、地域連携クリティカ

ルパス（地域連携診療計画）等の活用状況の把握に努め、今後の効果的な活用

方法について検討します。 

 

 【個別目標】 

 
現状値 

（H29） 

目標値 

（R11） 

在宅等生活の場に復帰した脳血

管疾患患者の割合 
53.7% 増加 

在宅等生活の場に復帰した虚血

性心疾患患者の割合 
94.6% 増加 
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（４）小児期から成人期までの成育過程を通じた循環器病対策 

【現状・課題】 

 循環器病の中には、先天性心疾患及びその術後の管理、小児不整脈など、小児期・ 

若年期から配慮が必要な疾患があります。 

 近年の治療法の開発や治療体制の整備等により、小児期に慢性疾病に罹患した患 

者全体の死亡率は、大きく減少し、多くの子ども達の命が救われるようになった一方

で、原疾患の治療や合併症への対応が長期化し、成人期を迎える患者が増えています。 

胎児期の段階を含め、小児から成人までの生涯を通じて切れ目のない医療が受け 

られるよう、他領域の診療科との連携や、移行医療を含めた総合的な医療体制の充

実が求められています。 

  小児医療の状況 

   本県の令和３（2021）年度の心臓の疾病・異常の者の割合は、小学校等 0.7％、中

学校等 1.2％、高等学校等 0.8％となっています。 

また、心電図異常の者の割合は、小学校等 2.3％、中学校等 3.8％、高等学校等 4.3％

となっており、全国と比較すると、心臓の疾患異常では中学校等で全国を上回り、心

電図異常では小学校等を除いて、全国を上回っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

＜学校における心臓の疾病・異常の者の割合＞ 

出典：文部科学省「学校保健統計調査（令和 3（2021）年度）」 
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【取り組むべき施策】 

 ○ 移行医療体制の整備 

小児期と成人期の診療科間の連携を図り、必要な医療を切れ目なく受けられるよ

う移行医療支援、療養生活に係る情報提供・相談支援の在り方について検討を行い

ます。 

○ 学校健診等の実施 

学校医や関係機関・団体と連携し、学校健診等の機会を捉え、循環器病の早期発

見に努めます。 

 ○ 学校生活の支援 

特別支援教育支援員※を活用し、心疾患等により教育上特別の支援を必要とする

児童生徒の学校生活を支援します。 

 

※ 特別支援教育支援員  

   障がい等のある児童生徒に対し、食事、排泄、教室の移動補助等学校における日常生活動作の介 

  助等を行う者 

 

  



 

47 

 

３ 多職種連携による循環器病患者への支援の充実 

（１）循環器病に関する適切な情報提供・相談支援 

 【現状・課題】 

循環器病の急性期には患者が意識障がいを呈していたり、患者や家族がショック

を受けていたりすることが多く、時間的な制約があることもあり、必要な情報を得

たり、相談支援を受けたりすることが困難である可能性があります。 

また、医療技術や情報技術の進歩等により循環器病患者の療養生活は多様化して

おり、地域での療養に移行する中で、診療及び生活における疑問や、身体的・精神的・

社会的な悩み等が生じるため、患者やその家族が医療機関を選択したり、色々な疑問

や悩み等を相談できる環境整備が求められています。 

 

【取り組むべき施策】 

○ 循環器病や医療サービスに係る情報提供 

・ 県民が自ら循環器病に対応する医療機関を選択できるよう医療機関情報をイン

ターネット上で提供する「ふくおか医療情報ネット」を開設しています。 

（公益財団法人福岡県メディカルセンターへ運営委託。 

URL：https://www.fmc.fukuoka.med.or.jp/） 

・ 県民が薬局の選択を適切に行うことができるよう支援するため、「福岡県薬局情

報ネット」において、薬局機能情報を提供しています。 

 （URL：http://www.yakkyoku.pref.fukuoka.lg.jp/） 

・ 循環器病に関する科学的根拠に基づいた正しい情報を県民に発信します。 

・ 循環器病に関する総合的な相談窓口を設置し、脳卒中あんしん連携ノートをは

じめとする循環器病に関するハンドブックなどを周知し、患者や家族が利用で

きる制度等を情報提供します。 

 

 ○ 相談支援体制の構築 

・ 循環器病患者やその家族の様々な悩みや疑問に対応するため、福岡県循環器病総

合支援センターに総合相談窓口を設置します。 

・ 急性期治療や回復期リハビリテーション等を経て地域移行する過程で生じる悩

みに係る相談対応事例等について、医療機関、市町村、地域包括支援センター、

患者団体、その他関係機関などで共有し連携を促すための研修会を開催します。 

   

  

https://www.fmc.fukuoka.med.or.jp/
http://www.yakkyoku.pref.fukuoka.lg.jp/
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 （２）循環器病の後遺症を有する者に対する支援 

 【現状・課題】 

   循環器病は、急性期に救命されたとしても、様々な後遺症を残す可能性があり、 

心肺機能や運動機能が低下する可能性があり、生活の質の低下や要介護状態につな

がる疾患です。 

 しかし、福祉サービスの提供や後遺症に対する支援については、患者が十分に享受

できていないとの課題が指摘されています。 

また、循環器病の発症後には、うつや不安等が認められる場合もあるため、心理的

サポートも求められます。 

  介護が必要となった主な原因 

   介護が必要となった主な原因は、脳血管疾患（16.1％）と心疾患（5.1％）を合わ

せると 21.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

認知症：16.6%

骨折・転倒：13.9%高齢による衰弱：13.2%

関節疾患：10.2%

その他：24.9% 脳血管疾患

16.1%

心疾患

5.1%

＜介護が必要となった主な原因の構成割合（全国）＞ 

出典：厚生労働省「令和４（2022）年国民生活基礎調査」 
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   脳卒中の発症後には、手足の麻痺だけでなく、外見からは障がいがわかりにくい 

  摂食嚥下障がい、てんかん、失語症、高次脳機能障がい等の後遺症が残る場合があ 

り、社会的理解や支援が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   本県の高次脳機能障がいに関する相談支援件数は、令和元(2019)年度は 2,741件、

令和 2(2020)年度は 2,647 件、令和 3(2021)年度 は 2,644 件と横ばいで経過してい

ます。 

県では、高次脳機能障がい専門相談ホットラインを設置し、専門のスタッフが電話

での相談に対応するとともに、高次脳機能障がい支援ガイドを作成し、症状や対応方

法について広く周知を図っているところです。 

また、県内４か所に設置している福岡県高次脳機能障がい支援拠点機関にコーデ

ィネーターを配置し、患者や家族向けの研修会の開催や相談支援事業を実施してい

ます。 

 

 

 

 

 

 

  

 

27%

32%

43%

68%

77%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

感覚障がい

痙縮

高次脳機能障がい

運動麻痺

失語

 

医療機関名 所在地

福岡県障がい者リハビリテーションセンター 古賀市

高次脳機能障がい支援センター 福岡市中央区

産業医科大学病院 北九州市八幡西区

久留米大学病院 久留米市

（令和5(2023)年8月31日現在）

＜福岡県高次脳機能障がい支援拠点機関＞ 

＜脳卒中発症後の後遺症＞ 

出典：脳卒中を経験した当事者（患者・家族）の声（公益社団法人  

      日本脳卒中協会 患者・家族委員会アンケート調査報告書（令和 2（2020）年 7月 1日）） 
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【取り組むべき施策】 

○ 医療機関等による相談支援等の実施 

循環器病の後遺症を有する者が社会生活を円滑に営めるよう、医療機関や相談機

関等が連携を図りながら、後遺症に関する相談支援や知識等についての情報提供な

ど必要な取組を進めます。 

○ 高次脳機能障害等の後遺症を抱える方への支援 

 高次脳機能障がいの後遺症を抱えた人が、身近な地域で診断、評価、訓練、福祉

的支援、就労就学等の相談支援を受けられる高次脳機能障がい拠点機関を周知す

るとともに、拠点機関の専門コーディネーターが相談内容に応じて市町村や関係

機関と連携して支援します。 

 失語等の後遺症により意思疎通を図ることに支障を抱えた人の意思表示やコミ

ュニケーションを支援するため、失語症者向け意思疎通支援者による支援を行い

ます。また、意思疎通に困難を抱える人が自分の意思や要求を的確に伝え、正し

く理解してもらうことを支援するための絵記号等の普及及び利用の促進を図り

ます。 

 

（３）治療と仕事の両立支援・就労支援 

 【現状・課題】 

循環器病による死亡率は年々減少傾向にある一方で、その後遺症は患者の日常生

活や復職・就労の大きな障害となっています。 

 脳卒中の後遺症には、手足の麻痺など目に見えるもののほか、高次脳機能障がい

による記憶力や注意力の低下、失語症など一見して分かりにくいものもあり、両立

支援にあたっては、周囲の理解や配慮が必要です。 

 また、高次脳機能障がいや失語症は、回復に長い期間を要するため、復職・就労

の支援にあたっては、長期的なサポートが必要になります。 

 心血管疾患は、治療後通常の生活に戻り、適切な支援が行われることで職場復帰

できるケースも多く存在しますが、治療法や治療後の心機能によっては、業務内容

や職場環境に配慮が必要な場合もあります。 

 

  治療や経過観察などで通院・入院している患者 

   脳卒中を含む脳血管疾患の治療や経過観察などで通院・入院している患者（約 174 

万人）のうち、約 17％（約 30万人）が働く世代である 20～64歳となっています。 

   また、虚血性心疾患を含む心血管疾患の患者（約 306万人）のうち約 19％（約 58

万人）が働く世代である 20～64歳となっています。 

  



 

51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取り組むべき施策】 

〇 後遺症に対する理解の促進 

 ・循環器病患者が社会に受け入れられ、自らの疾患と付き合いながら就業できるよ

う、事業者を対象とした意識啓発セミナーを開催します。 

〇 長期的な復職・就労サポートの実施 

 ・かかりつけ医等に対して、治療と仕事の両立支援に係る研修会を開催します。 

・循環器病の医療提供を行う医療機関に、両立支援コーディネータ―の配置を促し

ます。 

・ 後遺症等障がいのある方に対しては、一人一人の状態に応じた業務内容や働き

方、配慮事項等について、障害者就業・生活支援センター等において相談に応

じるとともに、公共職業安定所等と連携して、必要な支援等を行います。 

 ・福岡県障害者職業能力開発校は、技能取得のための職業訓練を実施します。 

・県は、後遺症がある方と企業をマッチングさせるため、就職相談、職場実習、職

業紹介、就職後の職場定着まで一貫して支援します。 

 

 【個別目標】 

 現状値（R5） 目標値（R11） 

脳卒中患者に対する療養・就労

両立支援の実施件数 
‐ ‐ 

 

2 2 4 10
50
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501

144

9 10 26 30

99
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492

1,040

854

253

0
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1200

0～9歳 10～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70～79歳 80～89歳 90歳以上

（千人）

脳血管疾患患者 心疾患患者

＜全国における脳血管疾患及び心疾患患者数（年齢別）＞ 

出典：厚生労働省 令和２(2020)年「患者調査」 
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第５章 循環器病対策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項           

 

１ 推進体制 

○ 循環器病対策を実効的なものとして、総合的に展開するためには、国及び県、市 

町村をはじめ、循環器病患者やその家族を含む県民、医療機関、大学、関係団体、事 

業者等がそれぞれの役割を果たすとともに、相互の連携を図りつつ、一体となって取 

組を進めることが重要です。 

 また、福岡県循環器病対策推進協議会をはじめとした各種協議会等の場も活用し、 

計画の目標達成を図ります。 

 

２ 各団体の役割 

 本県における循環器病対策を総合的に推進するため、県及び市町村、医療機関・医

療従事者、医療保険者、県民、保険、医療又は福祉の業務に従事する者、福岡県循環

器病総合支援センターが互いに協力し、循環器病対策に取り組むこととします。 

 

  県 

 県は、循環器病対策の総合的かつ計画的な推進に努め、循環器病に関する普及啓

発や相談支援、医療従事者等を対象とした研修会の開催など、県全体の循環器病対

策に係る包括的な支援に取り組むとともに、県、市町村、関係機関等の連携を強化す

るための調整を行います。 

 

  市町村 

 市町村は、地域住民に対し、健康増進事業を積極的に推進するとともに、循環器 

病対策に関し、県や関係機関と連携を図りつつ、地域の特性に応じた施策を策定し、 

取組を行います。 

 

  医療機関 

   医療機関は、県や市町村が実施する循環器病対策に必要な協力をするとともに、 

医師等の医療従事者の育成のほか、患者に対して、良質かつ適切な医療の提供に努め 

ます。 

 

  医療保険者 

   国、県、市町村が講ずる循環器病の予防等に関する啓発及び知識の普及等の施策 

に協力するよう努めます。 
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  県民 

   喫煙、食生活、運動その他の生活習慣及び生活環境、肥満その他の健康状態並び 

に高血圧症、脂質異常症、糖尿病、心房細動その他の疾病が循環器病の発症に及ぼ 

す影響等循環器病に関する正しい知識を持ち、日常生活において循環器病の予防に 

積極的に取り組むよう努めるとともに、自己又はその家族等が循環器病を発症した 

疑いがある場合においては、できる限り迅速かつ適切に対応するよう努めます。 

  保健、医療又は福祉の業務に従事する者 

   国、県、市町村が講ずる循環器病対策に協力し、循環器病の予防等に寄与するよ 

う努めるとともに、循環器病患者等に対し良質かつ適切な保健、医療又は福祉に係 

るサービスを提供するよう努めます。 

 福岡県循環器病総合支援センター 

 県は、福岡県循環器病総合支援センターを設置し、循環器病に関する普及啓発や

相談支援、医療従事者等を対象とした研修会の開催など、県全体の循環器病対策に

係る包括的な支援に取り組みます。 

３ 新興感染症等発生・まん延時や災害時等の有事を見据えた対策 

 新興感染症等の発生・まん延時や災害時等の有事においても、感染症患者や被災者

等に対する医療を確保することを中心としつつ、救急医療機関等が循環器病患者に

対する医療の確保を適切に図れるよう、有事における医療提供体制について検討し

てまいります。 

 

４ 循環器病対策の進捗状況の把握及び評価 

 この計画については、定期的に進捗状況を把握し、評価を行います。 

その際、個々の取り組むべき施策が目標の達成に向けて、どれだけの効果をもたら

しているか、施策全体として効果を発揮しているかという観点から、可能な限り科学

的・総合的な評価を行い、その評価結果を踏まえ、課題を抽出し、必要に応じて施策

に反映します。 

評価の結果、改善が必要な施策や指標については、PDCA サイクルに基づく改善を

図り、施策に反映するよう努めます。 

 

５ 計画の見直し 

都道府県循環器病対策推進計画は、法第 11条第４項の規定に基づき、少なくとも

６年ごとに検討を加え、必要があるときはこれを変更するように努めるものとされ

ているため、計画期間を令和 11（2029）年度までとし、見直しを行うこととします。 
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～資料編（略）～ 

 

 

 

 

 

 


